
地域包括ケアシステムの推進に係る対応に
ついて
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＊ 第６期介護保険事業計画の中心となるのが、地域包括ケアシステムの推進に関す
る内容になると捉えています。
要介護状態の方の多くは、何らかの慢性疾患を抱えているほか、ＡＬＳ（筋萎

縮性側索硬化症）等の難病やがんの末期など、手厚い医療サービスを必要とする
在宅療養者も増えています。こうしたことから、効果的な地域包括ケアシステム
を構築するためには、医療と介護の連携が重要であることが指摘されています。
今回の審議会では、地域包括ケアシステムの必要性のほか、今後進めようとし

ている医療と介護の連携作りなどについて説明します。

これらの点に関し委員からの御意見等をいただけますようお願いします。

また、前回の審議会で説明した、第５期で取り組んできた重点課題（①地域包
括ケアシステムの構築、②介護予防施策の充実、③高齢者の生きがいづくり・社
会参加の推進、④重度要介護認定者に係る施設基盤の推進、⑤認知症対策の推
進）についても、引き続きご意見をいただければありがたいです。

＊ したがいまして、必要に応じ、前回資料及び流山市高齢者支援計画書（平成
２４年度～平成２６年度）をお持ちくださるようお願いします。

資料№ １第6回流山市福祉施策審議会



地域包括ケアシステムの定義

厚生労働省所管の 「地域包括ケア研究会」が平成２２年にまとめた報告書では、

地域包括ケアシステムとは、「ニーズ（本人の心身の状態に基づいた支援の必要性）
に応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保
するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めたさまざまな生活
支援サービスが、日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制」であると
定義しています。

また、平成２５年に行われた厚生労働省の地域包括ケアシステムに関するシンポ
ジウムの資料では、地域包括ケアは、『地域を基盤としたケア』 と、『統合型のケア』
という２つのケアの概念を融合させたものであると述べています。

このように、地域包括ケアシステムとは、医療、介護などさまざまなケアの統合化を
推進するとともに、それを地域で展開する仕組みであると言えます。

高齢者が介護が必要な状態になった場合でも、地域包括ケアシステムに基づいて
さまざまなケアが総合的に提供されることで、本人が住み慣れた地域で暮らし続けら
れるようになることを目標としています。
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平成２６年４月１日現在の地域別高齢化率等の状況
（市の住民基本台帳に基づく）

＊ ％は小数点第２位以下四捨五入（ ）内は前年度比
○北部地域

人口＝３８，４９４人（△８７人） ６５歳以上人口＝１０，８０９人（＋４７０）
地域内高齢化率 ：２８．１％（＋１．３％）

７５歳以上人口＝４，７０５人（高齢者人口に占める割合＝４３．５％）
○中部地域

人口＝３９，３９８人（＋１，３９１人） ６５歳以上人口＝８，５９１人（＋３９０人）
地域内高齢化率 ：２１．８％（＋０．２％）

７５歳以上人口＝３，４５５人（高齢者人口に占める割合＝４０．２％）
○東部地域

人口＝３７，５８０人（＋１５５人） ６５歳以上人口＝９，５５５人（＋３５３人）
地域内高齢化率 ：２５．４％（＋０．８％）

７５歳以上人口＝４，０１０人（高齢者人口に占める割合＝４２．０％）
○南部地域

人口＝５５，０２１人（１，０１０人）６５歳以上人口＝１０，４９９人（＋６３６人）
地域内高齢化率 ：１９．１％ （＋０．８％）

７５歳以上人口＝４，０１５人（高齢者人口に占める割合＝３８．２％）

【市全体】
総人口＝１７０，４９３人（２，４６９人）
６５歳以上人口＝３９，４５４人（１，８４９人）

高齢化率 ：２３．１％（＋０．７％）
７５歳以上人口＝１６，１８５人（高齢者人口に占める割合＝４１．０％）
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流山市における近年の高齢化の推移
単位（人） 単位（％）

折れ線グラフ
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流山市の高齢者人口等の状況について

★ 高齢化が年々進んでおり、平成１７年から平成２６年までの９年間で、１５，９１５人増え
高齢化率は７．７ポイント伸びています。
近年では、７５歳以上の高齢者数が急増しており、Ｈ１８年からＨの６年間で約４，４８０
人増加、約１．４４倍と、同じ期間の６５歳～７４歳人口の伸び（１．２８倍）を上回ってい
ます。今後は、団塊の世代が後期高齢者となっていくことから、より急激な伸びが懸念さ
れる状況となっています。

年 ７５歳以上人口 高齢者人口に占める割合

Ｈ１７年 ９，５７８人 ３８．４％

Ｈ１８年 １０，１９６人 ３８．５％

Ｈ１９年 １０，７２５人 ３８．０％

Ｈ２０年 １１，４３６人 ３８．４％

Ｈ２１年 １２，１１９人 ３８．３％

Ｈ２２年 １２，８９０人 ３９．０％

Ｈ２３年 １３，８１２人 ４０．６％

Ｈ２４年 １４，６７５人 ４１．２％

＊７５歳以上人口の実績値（登録人口に基づく）
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○流山市の要介護（要支援）認定者数の推移
（第１号被保険者及び第２号被保険者の合計）

＊各年の３月末日時点の実数

4,498
4,805

3,722
3,873

4,224

2,384

1,969

1,464

2,753

3,127

3,471

5,116

単位（人）

5,447

5,899

（年）

制度当初比
４．３倍
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①６５歳以上の高齢者数は、２０２５年には、３，６５８万人となり、２０４２年にはピークを迎える予測（３，８７８万人）。
また、７５歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、２０５５年には、２５％を超える見込み。

2012年８月 2015年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,658万人（30.3%） 3,626万人（39.4%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%）

③７５歳以上人口は、都市部では急速に増加していくことが予測されている。

（1,000世帯）

世帯主が６５歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計（全国）

今後の介護保険をとりまく状況について（全国データ）

千葉県 埼玉県 神奈川県 東京都 全国

2010年
＜＞は割合

56.3万人
＜9.1%＞

58.9万人
＜8.2%＞

79.4万人
＜8.8%＞

123.4万人
＜9.4%＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.54倍）

（％）

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 

6,209 
6,512 6,453 6,328 6,254 

20.0 
23.1 24.9 

25.7 26.6 28.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦の

み世帯の世帯数全体に占める割合

②世帯主が６５歳以上の単独世帯や
夫婦のみの世帯が増加していく。
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認知症高齢者の現状（２０１０年（平成２２年））

○ 全国の６５歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値１５％、認知症有病者数約４４０万人と推計
されています。 また、全国のMCI（正常でもない、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の者）の有病
率推定値１３％、MCI有病者数約３８０万人と推計されています。

○ 介護保険制度を利用している認知症高齢者は約２８０万人。

健常者

約３８０万人（注）

約１６０万人

約２８０万人

介護保険制度を利用している
認知症高齢者（日常生活自立
度Ⅱ以上）

日常生活自立度Ⅰ又は要介
護認定を受けていない人

ＭＣＩの人（正常
と認知症の中間
の人）

（注）MCIの全ての者が認知症になるわけではありません

出典：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）及び『「認
知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用

６５歳以上高齢者人口２，８７４万人

認知症を抱えても、安心して生活できる地域づくりを進めていくことが重要

280万人

（9.5％）

345万人

（10.2％）

410万人

（11.3％）

470万人

（12.8％）

0

100

200

300

400

500

2010年 2015年 2020年 2025年

６５歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者
の日常生活自立度」Ⅱ以上（何らかの認知
機能の低下有り）の高齢者が増加していく

（万人）
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ＭＣＩとは。

認知症でもない、正常でもない状態。軽度
認知障害。例えば記憶障害はあっても認
知症とまで判断（診断）できない状態

Mild Cognitive Impairment の略



○ ２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、介護を要す
る方々が急増すると予測されています。その全てを施設や病
院で受け止めることは大変難しいと指摘されています。
一方で、介護が必要な方の多くは、自宅での生活の継続

を望んでいます。
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され
る地域包括ケアシステムの実現により、要介護状態が中・重
度となっても、あるいは認知症が進行しても、住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ
うに地域社会づくり進めていくことが重要です。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村が中心と
なって、地域の特性に応じ、関係者と連携しながら作り上げて
いくものです。

地域包括ケアシステム構築の必要性
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

■在宅系サービス：
・訪問介護
・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介
護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サー
ビス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅

介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行いま
す。

■施設・居住系サー
ビス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介
護
・特定施設入所者生
活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス
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訪問介護
訪問看護

医療の提供
訪問入浴サービス

ボランティアに
よる生活支援

自治会等によ
る見守り

配食
サービス

ケアマネ
ジャー・地域
包括支援セン
ターの関わり

ＮＰＯによる
家事援助

リハビリサービス

地域包括ケアシステムを確立するためにはサービスの担い手が連携を深めることが必要

民生委員によ
る訪問

サービスの担い手同士の
横の連携を構築する
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医師会の在宅医療・介
護保険委員会（勉強会）
への関係職種の参加

医療と介護の専門職
による交流会の開催
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在宅療養者の支援方
法を検討する会議を通
じた連携強化

ケアマネジャー

看護師

医師
薬剤師

流山市が地域包括ケアシステムの構築、とりわけ医療と介護の連携
を推進するために今まで行ってきたこと。



地域包括ケアシステムの中でも、在宅で療養する方への支援のためには、医療と介護
の連携を深めることが特に重要です。これまでは、医師とケアマネジャーとの交流会の開
催や、流山市医師会内部の勉強会に関係職種が参加するなど、医療と介護の連携づくり
を模索してきました。

★しかし、依然として様々な課題が…
・ 介護職は医療職に対し精神的なハードルを高く感じている傾向にある。
・ ケアマネジメントにおいて様々な介護のサービス提供がなされるように
なったが、一方、医療的観点からのアセスメント（評価）が希薄になる場合が
ある。
・ 在宅療養患者の情報の共有化が図られていないことから、最適な医療・
介護の提供につながっていないのではないか。

など・・・

＜課題＞

• 在宅療養患者に関する情報を、関係する医療・介護職の

間で共有化し、本人にとって最適な医療・介護サービスを

提供することが必要である。
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医療と介護の連携を構築することが介護保険改正法に明記された

介護保険法第１１５条の４５

市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自
立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に
行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事
業として、次に掲げる事業を行うものとする。

（中略）

医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業
者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者
の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業

この改正法の規定により、市町村は平成３０年度までに
医療と介護の連携を推進する事業を実施するものとさ
れました。 14



ア） 医療に関する専門職（ケアマネジャーの資格を持った看護師又は保健
師、医療相談員の２名を予定）を配置した在宅医療連携拠点が中心とな
り、在宅医療・在宅介護の連携作りにつながる様々な活動を展開する。

イ） 多職種が参加する会議・研修会を積極的に開催する。

流山市では今年度後半から千葉県モデル事業として、
『在宅医療連携拠点事業』をスタートします

実施予定事業の概要
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活動例：
○介護職から主治医への依頼・相談・伝達の取り次ぎ等を行うこと。
○医療的観点からの助言を必要としている関係職種に対し、医療的な助言
や支援を行うこと。
○入院患者の退院時の調整や在宅診療医の紹介 等

会議・研修会の例：
○医療、介護の関係職種による関係づくり会議・情報交換会の開催。
○具体的な事例を取り上げた検討会議や講師を招いての研修会の開催。
○２４時間対応の在宅療養支援体制づくりの検討 等



ウ） 在宅療養患者に関わる専門職の情報の共有化に関する検討・取り組
みを行う。一例として、パソコンやモバイルのネットワークを活用した
情報共有化システムの導入に向けて検討する。

エ） 地域包括ケアシステムに関し市民を対象とした普及啓発に取り組む。

オ） 認知症への早期対応システムに係る検討、取り組みを推進する。

～前スライドからのつづき
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情報共有化の例： スライド１７を参照

普及啓発の例：
○地域包括ケアシステムに関する啓発紙の作成配布
○市民を対象とした講演会の開催

早期対応システムの例： スライド１８を参照



モデル事業による医療と介護の連携と情報の共有化システムの導入例

（イメージ）

訪問看護ステーション
（看護師）

医療機関
（かかりつけ医）

地域包括支援センター

訪問介護事業所
（ホームヘルパー）

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー） 通所リハビリ事業所

（理学療法士等）

連携

連携

連携 連携 連携

連携

在宅高齢者の情報の提供

情報の共有
化

医学的管理の指
示

＜主な役割＞
①医療と介護の連携の推進
②在宅療養者と医療とのコ
ーディネート
③患者情報共有ツールによ
る在宅医療・介護の職種間
の連携の促進

情報をサービスに活かす

・アクセス権審査
・パスワード付与
・関係者間の連絡調
整

医療・介護を必要とする状態
になっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができるように
地域包括ケアシステムの確立
を目指す

★在宅医療連携拠点で管理する患者ごとのパスワード
を
付与された者のみが会話可能

クラウドコンピューティング
システムを利用した患者情
報の共有化

認知症の早期
における医療
と介護が連携
した対応システ
ムの構築を併
せて目指す。

＜流山市の独自性＞

【医療と介護の協働】
連続的・総合的なサービスの提供

在宅医療連携拠点
（流山市訪看ＳＴ内を予定）

★ケアマネジャー資格を有す
る看護師等＆医療相談員地域のマンパワー 17



複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

認知症サポー
ト医である専門
医の協力

●認知症初期集中支援チーム

★地域包括支援センター等に認知症初期集中支援チームをつくり、以下の活動を展開する。
①訪問支援対象者の把握 ②支援対象の本人や家族に関する情報収集
③本人の認知症状と家族の状態に関する観察と評価
④専門医を含めたチーム員会議の開催し支援方針を検討・決定する。
⑥初期集中支援の実施（医療機関等への受診と介護保険サービスの導入、家族の心理的ケア等）
⑦支援実施後のモニタリング

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護福
祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

本
人 家

族

18

相談
情報提供

助言
指導

相談

近
隣
地
域 訪問・支援

地域包括支援センター等に設置

モデル事業における認知症の早期対応システムの構築例



流山市において、地域包括ケアシステムの構築に向けて
これまでに進めてきた主な事項

○ 地域包括支援センターの設置運営

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○ 認知症対策

○ 介護サービスの質の確保

○ 医療と介護の連携

○ 特別養護老人ホームの整備

○ 介護予防事業

19



ア）北部地域包括支援センター
委託先→医療法人社団曙会

江戸川台東２－１９（旧江戸川台出張所）

℡７１５５－５３６６

担当／東深井・北部中学校区

イ）中部地域包括支援センター

委託先→医療法人財団東葛勤労者医療会

下花輪４０９（東葛病院内）

℡７１５０－２９５３

担当／常盤松・西初石中学校区

ウ）東部地域包括支援センター
委託先→社会福祉法人流山あけぼの会

野々下２－４８８－５（特養あざみ苑内）

℡７１４８－５６６５

担当／八木・東部中学校区

エ）南部地域包括支援センター
委託先→社会福祉法人流山市社会福祉協議会

平和台２－１－２（ケアセンター２階）

℡７１５９－９９８１

担当／南部・南流山中学校区

ア

イ

ウ
エ

地域包括支援センター配置状況

地域包括支援センターの設置運営（平成１８年度～）
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＜センターの人員構成＞
３種の専門職が連携して活動

社会福祉士 主任ケアマネジャー

保健師・看護師

地域のみなさんの介
護・福祉の総合相談窓
口となります。

地域のケアマネジャーの業務の
支援や、地域のネットワークづ
くりをします

要支援１、要支援２の方の介護保険
サービスの利用を支援します

高齢者の権利を守る仕事を
します（虐待防止・成年後
見制度利用支援）

地域包括支援センターの役割

【総合相談支援】 【包括的・継続的ケアネジメント】

【介護予防ケアマネジメント】
【高齢者の権利擁護】

地域包括支援センターの設置運営

21



１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

北部包括 1,977 2,859 1,942 2,143 4,739 4,978 4,965

中部包括 556 1,435 1,633 1,204 4,356 4,484 4,931

東部包括 848 1,270 1,568 1,525 2,968 3,467 3,662

南部包括 1,302 2,241 2,076 1,489 3,103 2,544 3,172

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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地域包括支援センターの活動状況の例・・・センターに寄せられる相談件数の推移

（実件数）

東部

中部

北部

地域包括支援センターの設置運営

南部



２４時間
コール対応

常駐オペレーター

１日複数回の定
期巡回訪問（必
要なタイミング
に必要なケアを
提供）

電話対応、訪問
などの随時対応

医師の指示に基
づく訪問看護
サービス

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しつつ２４時間対応する安心のサービス。
これからの地域包括ケアシステムの中心的な役割を担うサービスです。

①定期巡回サービス
１日複数回、介護職員が、短時間の定期訪問を実施し、入浴、排せつ、食事等の介

護など、必要なサービスを必要なタイミングで提供する。
②随時対応サービス

利用者からのコール（専用回線）にオペレーターが対応し電話での助言対応を行う。
必要と判断した場合には、随時の訪問サービスを行う。

③訪問看護サービス
医師の指示に基づき、必要な療養サービスを看護師等が提供する。

２４時間対応型の在宅訪問介護サービス（平成２５年度～）
★定期巡回・随時対応型訪問介護看護★

23



（女性 要介護４）
月 火 水 木 金 土 日 備考

6:00

7:00 排泄介助、飲水介助、着替
え、車いすへの移乗、食卓
への移動、口腔ケア

8:00

9:00

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

10:00

11:00

排泄介助、飲水介助、ベッ
トへの移乗、口腔ケア

12:00

13:00

14:00 排泄介助、飲水介助、口腔
ケア15:00

16:00

17:00

排泄介助、飲水介助、着替
え、車いすへの移乗、食卓
への移動

18:00

19:00

排泄介助、飲水介助、ベッ
トへの移乗、口腔ケア

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

実際のサービス利用例（週間サービス計画）ｓ

緊急のコールに対しては
２４時間いつでも対応

24

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護指定事業者】
・２４時間サポート流山（運営法人：医療法人社団なごみ会）
・事業所位置 ：流山市東初石３丁目８７番地の２３
・サービス提供地域：流山市全域



○認知症に関する正しい知識の普及啓発の取組み
・認知症サポーター養成講座 … 現在４，４２２人

・認知症に関する講演会 等
○認知症者を介護する家族への支援

・コスモスの会の開催
○虐待防止、成年後見制度利用支援
○徘徊高齢者の探索支援の仕組み など

他の様々な施策

地域包括支援セ
ンターにおける
相談を契機に、
早期に、
受診・診断

↓
治療

につなぐ
など

医療支援

【介護サービス】
グループホーム、
認知症デイサービ
ス、小規模多機能
型居宅介護などの
利用

など

介護支援

（本人）

（家族）

医療と介護の連携による効果的な支援が重要

認知症への対応・・・諸施策の実施とサービス基盤整備

25



要支援２以上の方で、かつ、認知症を抱える
方が入居対象です。スタッフの援助のもとで他
の入居者とともに共同生活をおくります。１

１）グループホームわたしの家(定員１５名）
２）愛の家グループホーム流山美原

（定員１８名）
３）グループホーム花いちもんめ
４）おおたかの森グループホームあぜみち
５）グループホームおひさま流山
６）愛の家グループホーム南流山
７）クララ清流
８）マザアスホームだんらん流山
＊９）グループホーム花いちもんめ翠
＊１０）クララ清流弐番舘
＊１１）グループホーム「和（なごみ）」

※３～１１利用定員はいずれも９名
１２）グループホームガーデンコート南流山
（定員１８名）

２

４

３

５

６

７

８

＊（４）、（７）、（１０）は要介護認定者のみ利用可能

１０

１１

９

１２

認知症への対応

26



給付の適正化
○ケアプラン点検の実施
毎年５事業所程度を対象に実施
○介護給付通知の発送
年４回、サービス利用者に利用明細
を送付

サービス事業者の育成
○流山市シルバーサービス事業者連
絡会（流山市地域の施設・事業者が
加入）、流山市介護支援専門員連絡
会の活動を側面的に援助し、研修、
交流事業を活発化を促す。

サービス利用者の声を聴き、活かす
○介護相談員事業
市民１０名を公募し委嘱。施設、
事業所で利用者からサービスの満
足度等を聴く。
○介護保険制度モニター
市民１５名を公募し委嘱。自身又
は家族のサービス利用に関する声
を市に報告する。

地域密着型サービス事業者の育成
○市が事業者指定を行う地域密着型
サービス（グループホーム等）の連絡
会議に市職員が参加し情報交換を行
うほか、適正な事業所運営に資する
市主催の研修を実施する。

介護サービスの質の確保
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寝たきり等の在宅生活が困難な重度の介護を要する方が中
心として入所し、日常生活上のお世話や、機能訓練などの提供
を受けます。

１

２

３

４

① リバーパレス流山（１００床）
② はまなす苑（６０床）
③ 初石苑（５０床）
④ 特別養護老人ホームあざみ苑

（１０８床）
⑤ 流山こまぎ安心館（１００床）
⑥ 特別養護老人ホーム月の船

（１００床）
⑦ 春の苑（２９床。小規模型）

５

６

大規模型）Ｈ２７春に１箇
所１００床を開設予定（名
都借地区）

計画１

７

小規模型）Ｈ２７年春まで
に１箇所２９床を整備中
（西初石地区）

計画１

計画２

計画２

特別養護老人ホームの整備
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自宅での生活が困難・不安になったときの
介護保険施設と住まいの場

特別養護老人ホーム
７施設／５４７床

２施設／１２９床（Ｈ２７年春）

老人保健施設
２施設／２５２床

特定施設
（介護保険指定の介護付き

有料法人ホーム）

８箇所６７９戸

サービス付き
高齢者向け住宅
３箇所１０９戸

高齢者専用
賃貸住宅
２箇所４２戸

住宅型有料
老人ホーム
５箇所２７５戸

ケアハウス
２箇所１００戸

～参考～
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〈介護予防事業〉

要支援１
支援２

要介護１～５

一般（元気・活動
的な状態にある）

高齢者

〈介護保険サービス〉

一次予防事業 二次予防
事業

介護予防
サービス

介護サービス

認定状態へ移行
する課題を抱え
ている高齢者

基本チェックリストを用いて対象者を抽出

筋力向上トレーニング

栄養改善
・口腔機能の向上

訪問型介護予防事業

介護予防に関する講習会
・知識の普及啓発
・介護予防運動の指導

保健センターにおける予防事業
・健康保持・増進（一次予防）
・疾病の早期発見・治療
（二次予防）

日常生活を通じた自
主的な介護予防の
取り組みを促す

介護予防事業
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市
（事業の主催者）

介護支援サポー
ター管理機関

（流山市社会福祉
協議会）

介護保険施設 ・
デイサービス等の事業所

・サポーター養成講座開催
・サポーター登録
・サポーター手帳の交付、更新
・評価ポイントの手続き

介護支援サポー
ター管理業務委

託契約

介護支援
サポーター

活動確認ス
タンプ押印
（１時間１ス
タンプ）

ポイント転換
交付金の交付

（年間最大５千円）

＊ながぽんポイントなら
ば最大６千円分

・サポーター登録申請

・活動確認スタンプの評価ポイントへ
の転換申請、ポイントの繰越申請

見守り、話し相
手等の介護支
援サポーター
活動

受入機関登録許可

サポーター受入
機関登録申請

＜高齢者の社会参加を通じた介護予防＞
介護支援サポーター事業（平成２５年度～）

介護予防事業
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